
 

  ふ じ み 野 市 の 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 に お け る 基 準 額 は 、 年 額 63,000 円 （ 第 ５ 段 階 ） で す 。 

保 険 料 段 階 は 、 次 の 表 の と お り で す 。   
 

【 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 の 保 険 料 段 階 表 】  

所得段階  対象者  保険料率  
保険料額

（年額）  

 第１段階  

・生活保護受給者の方  

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税県民税非課税の方  
0.30 18,900 円  

世 帯 全 員 が 市 民 税 県 民 税 非 課 税

で 、 本 人 の 前 年 の 公 的 年 金 等 収 入

金額と合計所得金額の合計が  

80 万円以下の方  

 第２段階  80 万円超 120 万円以下の方  0.50 31,500 円  

 第３段階  120 万円超の方  0.70 44,100 円  

 第４段階  
世 帯 員 の い ず れ か が 市 民 税 県 民

税 課 税 か つ 本 人 が 市 民 税 県 民 税 非

課 税 で 、 前 年 の 公 的 年 金 等 収 入 金

額と合計所得金額の合計が  

80 万円以下の方  0.83 52,200 円  

 第５段階  80 万円超の方  1.00 
63,000 円

（基準額）  

 第６段階  

本人が市民税県民税  

課税で前年の合計  

所得金額が  

120 万円未満の方  1.15 72,400 円  

 第７段階  120 万円以上 210 万円未満の方  1.30 81,900 円  

 第８段階  210 万円以上 320 万円未満の方  1.50 94,500 円  

 第９段階  320 万円以上 400 万円未満の方  1.70 107,100 円  

第１０段階  400 万円以上 600 万円未満の方  1.80 113,400 円  

第１１段階  600 万円以上 800 万円未満の方  1.90 119,700 円  

第１２段階  800 万円以上 1,000 万円未満の方  2.00 126,000 円  

第１３段階  1,000 万円以上 1,500 万円未満の方  2.10 132,300 円  

第１４段階  1,500 万円以上 2,000 万円未満の方  2.20 138,600 円  

第１５段階  2,000 万円以上の方  2.30 144,900 円  



 

〇 老 齢 福 祉 年 金 と は 、 明 治 ４ ４ 年 （ １ ９ １ １ 年 ） ４ 月 １ 日 以 前 に 生 ま れ た 方 又 は 大 正 ５ 年 （  

１ ９ １ ６ 年 ）４ 月 1 日 以 前 に 生 ま れ た 方 で 一 定 の 要 件 を 満 た し て い る 方 が 受 け て い る 年 金 で す 。 

〇 第 １ 段 階 か ら 第 ３ 段 階 の 保 険 料 は 、「 低 所 得 者 の 第 1 号 保 険 料 軽 減 強 化 」 に よ る 公 費 軽 減 後 の

額 で す 。  

〇 合 計 所 得 金 額 は 、「 収 入 」 か ら 「 必 要 経 費 な ど 」 を 控 除 し た 額 で す 。  

〇 分 離 譲 渡 所 得 が あ る 方 の 合 計 所 得 金 額 は 、 特 別 控 除 額 差 し 引 き 後 の 金 額 で す 。  

〇 所 得 段 階 が 第 １ 段 階 か ら 第 ５ 段 階 の 方 の 合 計 所 得 金 額 は 、年 金 収 入 に 係 る 雑 所 得 差 し 引 き 後 の

金 額 で す 。  

〇 所 得 段 階 が 第 １ 段 階 か ら 第 ５ 段 階 の 方 で 給 与 所 得 が あ る 場 合 は 、給 与 所 得（ 所 得 金 額 調 整 控 除

の 適 用 を 受 け て い る 場 合 は 適 用 前 の 金 額 )か ら １ ０ 万 円 を 控 除 し ま す 。  

〇 所 得 段 階 が 第 ６ 段 階 以 上 の 方 で 給 与 所 得 ま た は 公 的 年 金 等 に 係 る 雑 所 得 が あ る 場 合 は 、そ れ ら

所 得 の 合 計 額 か ら １ ０ 万 円 を 控 除 し ま す 。 控 除 の 額 が ０ 円 を 下 回 る 場 合 は 、 ０ 円 と し ま す 。  


